
粗大ごみ（大型資源物）の処理について
＼╲　小型家電、プラスチック類、金属類、廃食用油の適正な処理を　/ ／

　例年、再資源化の取組みとして、春季と秋季の年２回、社、滝野、東条の地域単位で、粗大ごみ（大型資源物）の拠点
回収を実施してきましたが、今春は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、実施しません。
　拠点回収の対象品目である、小型家電、プラスチック類、金属類、廃食用油は、次の方法で処理してください。
㉄市民協働部生活環境課（庁舎1階）　担当：丸山耕市　☎43-0503

小型家電

プラスチック類

金属類

廃食用油

主な処理方法
�小野クリーンセンターに搬入する（パソコン不可）。
　※コードは、切り離して持ち込んでください。
ʙ次回の拠点回収を利用する。
�小型家電回収BOXを利用する。（パソコン、携帯電話、デジタル
　カメラ等、一部の小型製品に限ります。）
※家電販売店等で回収できる場合があります。（店舗によって取扱
　品目や引取料金が異なりますので、各店舗に相談してください。）

♳30㎝以下にできるもの
　�少量に分け、「硬質プラスチック」として、ごみステーションに排出する。
　ʙ次回の拠点回収を利用する。
♴30cm以下にできないもの
　�次回の拠点回収を利用する。
　ʙ小野クリーンセンターに搬入する。
�次回の拠点回収を利用する。
ʙ小野クリーンセンターに搬入する。
�次回の拠点回収を利用する。
ʙ小野クリーンセンターに搬入する。
廃食用油回収BOXを利用する。
※天かす等の異物を取り除き、食用油容器やペットボトルに入れ
　てください。

※小野クリーンセンターへの搬入は、10kgあたり90円の手数料がかかります。
※次回の拠点回収は、11月頃に各地域で実施する予定ですが、新型コロナウイルス感染症の状況等によっては、実施し
　ない場合があります。処理をお急ぎのものは、拠点回収以外の方法をご検討ください。
※農業や事業活動（個人事業を含みます。）で使用した金属くずや廃プラスチックは、産業廃棄物として適正に処理し
　てください。
※家電リサイクル法対象商品（テレビ、エアコン、洗濯機、乾燥機、冷蔵庫、冷凍庫）は、購入店や買替え店、兵庫県電機商
　業組合加盟店に処理を依頼してください。
※小型家電と廃食用油の回収ＢＯＸは、社公民館、滝野公民館、および東条温泉「とどろき荘」入口に設置しています
　が、一度にたくさんを持ち込めません。回収ＢＯＸに入りきらない場合は、周辺に放置せず、お持ち帰りください。
※各館の休館日は、利用できません。

新型コロナウイルス感染拡大に便乗した詐欺にご注意ください
　新型コロナウイルス感染拡大に伴い、国や県により様々な経済対策等が実施されています。しかし、これに便乗した
詐欺被害が全国的に発生しています。
実際に起こった例
□市役所職員等であると騙り「新型コロナウイルス感染症の検査費用として、給付金が支給される。受取りには、ATM
　の操作が必要です。」などと言い、言葉巧みにお金を振り込ませるように誘導する。
防犯ポイント
♳行政機関がATMの操作をお願いすることは絶対にありません。　
♴ATMを操作するように誘導する電話があった場合は、家族や友人、警察に相談する。
㉄加東警察署　☎42-0110　㉄兵庫県警察本部　☎078-341-7441

小野クリーンセンターについて
小野市天神町538-1　☎0794-62-6250
受付時間
月～金曜日　8時30分～16時30分
土曜日　8時30分～11時30分
　※第2、第4土曜日を除きます。
祝日　8時30分～11時30分
　※日曜日、および年末年始を除きます。
　　4月29日㈬～5月6日㈬は、一般家庭、および
　　事業所からの直接搬入は、できません。

国民健康保険における医療費抑制のために

ジェネリック医薬品を
利用しましょう

　薬の特許期間が過ぎた後に、その薬（先発薬）と同等の成分で製造、販売される薬
を『ジェネリック医薬品（後発医薬品）』といいます。ジェネリック医薬品は、薬の開
発費用が抑えられることや、特許期間が過ぎたことで多くの製薬会社で製造され
ることなどから、先発薬よりも安価で利用できる医薬品として、国が普及を進めて
います。ジェネリック医薬品を利用することで、自己負担額が少なくなるだけでな
く、国民健康保険における医療費抑制にもつながります。

安いけど効き目はあるの？
　ジェネリック医薬品は、もともと新薬として作られ
ていた特許期間中の薬と同じ有効成分の薬で、効き目、
安全性が同等であることを、国が認めた場合のみ、製
造、販売されますので、安心して利用できます。

利用したいときは、どうすればいいの？
　ジェネリック医薬品の利用を希望する場合は、医師や薬剤師にその旨を
はっきり伝えましょう！また、これまで使用していた薬を、いきなりジェネ
リック医薬品に変えることに不安がある場合は、「お試し期間」を設けること
も可能ですので、医師、薬剤師に相談してください。

ジェネリック医薬品
希望シール

　ジェネリック医薬品の利用を
希望していることを、医師や薬
剤師に手軽に示すことができる
のが「ジェネリック医薬品希望
シール」です。このシールを健康
保険証やお薬手帳に貼って、ご
活用ください。シールをご希望
の方は、保険医療課にお問い合わ
せください。

※すべての薬にジェネリック医薬品があるわけではありません。処方された薬に、ジェネリック医薬品
　があるかどうかは、医師、薬剤師にお問い合わせください。
※医師、薬剤師の判断により、ジェネリック医薬品を利用いただけない場合があります。
㉄市民協働部保険医療課（庁舎１階）　担当：小林奈穂　☎43-0500

品目例
家庭で使用する電気機器
例パソコン、タブレット、スマートフォ
ン、デジタルカメラ、ゲーム機、携帯電話、
電話機、ビデオデッキ等
※テレビ、エアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯
　機・衣類乾燥機は、除きます。
プラスチックのみの製品
例バケツ、ハンガー、衣装ケース等

金属やゴム等と複合している製品
例おもちゃ、洗濯ばさみ等
例自転車、草刈り機、湯沸し機、ファン　
　ヒーター、ストーブなどの金属製品
家庭で使用した食用油
例菜種油、大豆油、サラダ油等
※エンジンオイル等は、持ち込めません。

＼╲新型コロナウイルス等の感染対策としての/／

ご家庭でのマスク等の捨て方について
　新型コロナウイルス等に感染した方や、その疑いがあ
る方がご家庭にいらっしゃる場合、鼻水などが付着した
マスクやティッシュなどのごみを捨てるときは、次のこ
とを心がけましょう。
□ごみに直接触れない。
□ごみ袋は、しっかりしばって封をする。
□ごみを捨てたあとは、手を洗う。

広報かとう広報かとう
令和2年5月号 令和2年5月号

89


